
別 紙

（１）法令違反事業者数

監　　　査
事業者数

1018 741

　　　(  )内は、監査事業者に占める比率

（２）乗務時間等告示の遵守違反及び健康状態の把握違反事業者数

拘束時間 休息期間 連続運転時間 長期連続勤務他

1018 306 108 59 108 13 139 427

　　　(  )内は、監査事業者に占める比率

（３）点呼関係違反事業者数

実施 記録 改ざん 保存

1018 439 249 388 1 132 770

　　　(  )内は、監査事業者に占める比率

（４）乗務等の記録違反事業者数

記録 記載 改ざん 保存

1018 281 43 256 0 27 326

　　　(  )内は、監査事業者に占める比率

（５）指導監督関係違反事業者数

1018 395

　　　(  )内は、監査事業者に占める比率

（６）社会保険等の未加入事業者数

雇用保険 労災保険 健康保険 厚生年金保険

1018 298 155 126 253 257 791

　　　(  )内は、監査事業者に占める比率

( 38.8% )

乗務等の記録関係事項別違反件数

( 29.3% )

監　　　査
事業者数

社会保険等の未加入事業者数
社会保険等関係の事項別未加入件数

計

( 27.6% )

　監査を実施した１０１８事業者のうち、３８．８％の３９５者において指導監督関係違反が認められました。

監　　　査
事業者数

指導監督関係違反事業者数

( 43.1% )

　監査を実施した１０１８事業者のうち、２７．６％の２８１者において乗務等の記録、記載、改ざん、保存違反が認
められました。
　また、乗務等の記録関係事項別違反件数をみると、記載の違反が多く認められました。

監　　　査
事業者数

乗務等の記録違反事業者数 計

計

監　　　査
事業者数

乗務時間等告示の事項別遵守違反件数 健康状態の
把握違反件数

　監査を実施した１０１８事業者のうち、４３．１％の４３９者において点呼の実施、記録、改ざん、保存違反が認めら
れました。
　また、点呼関係事項別違反件数をみると、実施及び記録の違反が多く認められました。

監　　　査
事業者数

点呼関係違反事業者数
点呼関係事項別違反件数

法 令 違 反 状 況

　監査を実施した１０１８事業者のうち、７２．８％の７４１者において法令違反が認められました。

　監査を実施した１０１８事業者のうち、２９．３％の２９８者において社会保険等の未加入が認められました。

( 30.1% )

乗務時間等告示の遵守違反及び
健康状態の把握違反事業者数

　監査を実施した１０１８事業者のうち、３０．１％の３０６者において乗務時間等告示の遵守違反及び健康状態の
把握違反が認められました。
　また、乗務時間等告示の事項別遵守違反件数をみると、拘束時間違反及び連続運転時間違反が多く認められ
ました。更に、健康状態の把握違反についても多く認められました。

計

法令違反事業者数

( 72.8% )


